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学校教育法施行規則で定められた情報の公表（令和元年度） 修学上の情報  

（５）学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援 

学生の修学に係る支援（令和元年 5 月 1 日現在）  

修学のための経済的支援として、独自の奨学金制度及び授業料減免制度を設けている。  

鹿児島純心女子大学成績優秀者奨学金  （学部のみ）  

対象は成績、人物共に優秀な者。規程に定める採用者数は毎年第 1 学年次生若干名で、入学試験の結

果を基に選考、決定し、入学年度の前期授業料相当額を控除する。  

鹿児島純心女子大学白百合奨学金  （学部のみ）  

対象は修学の熱意はありながら、経済的理由により修学が著しく困難と認められた者。規程に定める

採用者数は毎年 16 名以内で、必要書類等により選考、決定し、月額 2 万円を前期分と後期分の 2 回に分

けてそれぞれ 12 万円給付する。  

また、更新については必要書類等により審査、決定する。ただし、原則 1 回限りとする。  

鹿児島純心女子大学外国人留学生特別奨学金  （学部のみ）  

対象は入学を許可された外国人留学生で、人物、学業共に優れ、経済的理由により修学困難であると

認められた者。必要書類により選考、決定し、月額 3 万円を給付する。  

また、奨学生の期間は採用年度限りとする。ただし、次年度以降も申請することができる。  

鹿児島純心女子大学私費外国人留学生授業料等減免  （学部のみ）  

対象は大学の正規課程に在籍する私費外国人留学生で、経済的理由により修学が著しく困難と認めら

れた者。必要書類により選考、決定し、入学金の全額と授業料の 50％を減免する。  

学校法人鹿児島純心女子学園姉妹在籍による授業料給付  

対象は鹿児島純心女子学園の設置する大学院・大学・短期大学・高等学校・中学校に同時に在籍する

姉妹が 3 名となった場合の最年少者 1 名で、必要書類による申請に基づいて決定する。給付額は最年少

者 1 名の授業料で、給付の実施方法は原則として納入金より授業料相当額を差し引くこととする。  

進路選択に係る支援（令和元年 5 月 1 日現在）  

教員（進路支援委員等）及び進路支援課は、学生一人ひとりが能力、適性、意欲などを最大限に発揮

できる職業、職場などを自ら選択し、決定していけるように適切な資料や情報の提供、進路相談、応募

書類作成時の助言、面接練習、ハローワークジョブサポーターとの面談等の各種支援を行っている。  

学部では、年間の「進路支援対策計画」に基づいて進路ガイダンス〔次ページ参照〕を推進し、適宜、

就職・進学相談に応じて学生の進路活動が円滑に行なわれるように積極的に対応している。  

また、大学院では、教員（特別研究担当等）及び進路支援課が前述のとおり各種支援を行うと共に、

院生研究室に面した掲示板に求人票スペースを設けている。  

心身の健康等に係る支援（令和元年 5 月 1 日現在）  

保健室では、健康管理に役立つ情報を提供すると共に、常駐の職員が心身の健康に関する相談に対応

する。  

また、学生相談室では、様々な悩みや不安に関する相談（メールによる相談可）に学生相談員が対応

し、必要に応じて専門家を紹介する。  



　

　　






